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本日議論していただきたい事項

１．表示の様式

（１）表示の様式を統一的に定める必要
はないのではないか。

（２）ただし、一括して表示するという考
え方は維持すべきではないか。

資料２表示方法について（その２）

前回資料で示した問題点

① 一括表示の様式を統一的に定
める必要があるか。

② 表示項目を見直す必要がある
か。

③ 表示方法について、商品特性
に応じ、事業者が創意工夫を図
ることができるようにすべきでは
ないか。
（ＩＴの活用の可能性なども含
む。）

④ 文字の大きさについて、食品
衛生法とＪＡＳ法の規定の整合
性を図るべきではないか。

２．文字の大きさ

（３）文字の大きさは、両法で統一すべ
きではないか。
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国
際
規
格

他
の
物
品

無し

（但し、名称と正
味量は同じ面に
表示）

無し

無し

無し

有り

無し

表示様式の有無

規定なし明確で目立つように、
消えないように表示

Codex

規定なし見やすい場所に表示家庭用品品質表示法

規定なし直接の容器又は直接
の被包に表示

薬事法

８ポイント以上

（清酒）

見やすい場所に表示酒税の保全及び酒類業
組合等に関する法律

８ポイント以上一括して見やすい場
所に表示

ＪＡＳ法

６号以上見やすい場所に表示食品衛生法

文字の大きさ表示位置

他の法令等による表示方法の比較

（注１）文字の大きさは、１ポイント＝0.3514mm（JIS規格）

（注２）６号は、約７．５ポイント
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○ 国内の他の物品の表示、国際的な食品規格において、表示様式を統一的に
規定しているのは、ＪＡＳ法だけ。

○ このため、統一的な表示様式の義務づけは見直すべきではないか

○ただし、「一括表示」の考え方は重要であり、今後とも維持すべきではないか。

○現行の表示様式に従った表示例

表示様式を弾力的にした場合

１．表示の様式
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釜揚げしらす○○県産

100ｇ当り（円）正味量ｇ

03.7.10  03.7.15  0000
加工年月日｜消費期限｜コード

○○○
価 格（円）

□□スーパー △△支店
要冷蔵10℃以下 △△県△△市１－２－１

○想定される表示例

表示例１（順番の入れ替え） 表示例２（プライスラベルによる表示）

原材料 シラス、食塩

○○株式会社
・・・・・

新鮮○○

新鮮な△△
たっぷり使用

原材料 △△ ・・・
・・・・・・・・・・・・・・・

商品名

栄養成

分表示

・・・

・・・

保存

方法

・・・・ 賞味期限
・・・・・

内容量
・・・・・

表示例３（いろいろな箇所に表示）

（左面） （裏面）

（下面）
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１．名称

２．原材料名

３．内容量

４．賞味期限

５．保存方法

６．製造者

８ポイント

１．名称

２．原材料名

３．内容量

４．賞味期限

５．保存方法

６．製造者

６号（約７．５ポイント）

○ ＪＡＳ法に規定された文字の大きさの方が食品衛生法の規定よりやや大きく、
実質上、事業者は、ＪＡＳ法に合わせざるを得ないこと、「号」という表現は、現
在ではあまり使われないことから、ＪＡＳ法に合わせ「８ポイント」以上に統一す
ることとしてはどうか。

ＪＡＳ法・・・・・・・８ポイント（２．８１１２mm）以上

食品衛生法・・・・６号（約７．５ポイント（２．６３５５mm））以上

２．文字の大きさ
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○加工食品品質表示基準（第３条）
加工食品の品質に関し、製造業者、加工包装業者又は輸入業者が加工食品の容

器又は包装に一括して表示すべき事項は、次のとおりとする。

１．名称

２．原材料名

３．内容量

４．賞味期限

５．保存方法

６．製造者

＊輸入品にあっては、製造業者等がその容器又は包装に一括して表示すべき事
項は、第１項各号に掲げるもののほか、原産国名とする。

（参考資料）

１．加工食品品質表示基準の表示方法

（１）一括表示事項
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（２）一括表示の表示方法

○加工食品品質表示基準（第４条第２項）
表示は、別記様式により、容器又は包装の見やすい箇所にしなければな

らない。

名称

原材料名

内容量

固形量

内容総量

賞味期限

保存方法

原産国名

製造者

別記様式 備考
１ 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
２ 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ８３０５（１９６２）に規定する８ポイントの活字以上の大
きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね１５０ 以下のものにあっ

ては、日本工業規格Ｚ８３０５（１９６２）に規定する５．５ポイントから７．５ポイントまでの大きさの
活字とすることができる。
３ 表示しない項目にあっては、この様式中その項目を省略すること。
４ この様式中「名称」とあるのは、これに代えて「品名」、「種類別」又は「種類別名称」と記載する

ことができる。
５ 賞味期限をこの様式に従い表示することが困難な場合には、この様式の賞味期限の欄に記

載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができる。この場合において、保存方法につい
ても、この様式の保存方法の欄に記載箇所を表示すれば、賞味期限の記載箇所に近接して記
載することができる。
６ 品質が急速に変化しやすく製造後速やかに消費すべきものにあっては、この様式中「賞味期

限」を「消費期限」とすること。
７ 表示を行う者が加工包装業者である場合にあっては、この様式中「製造者」を「加工者」とする

こと。
８ 表示を行う者が販売業者である場合にあっては、この様式中「製造者」を「販売者」とすること。
９ 輸入品にあっては、８にかかわらず、この様式中「製造者」を「輸入者」とすること。
１０ この様式は、縦書とすることができる。
１１ この様式の枠を記載することが困難な場合には、枠を省略することができる。
１２ 法第１９条の８第２項の規定に基づき制定された品質に関する表示の基準に定められた一

括表示事項、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）第１０条の規定に基
づく公正競争規約に定められた表示事項その他法令により表示すべき事項は、枠内に記載す
ることができる。
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２．国内の他の物品の表示方法に関する規定

（１）酒の表示例

○酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（第８６条の５）（抄）

（酒類の種類等の表示義務）
酒類製造業者又は酒類販売業者は、政令で定めるところにより、酒類の種類その他

の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、その製造場から移出し、
若しくは保税地域（関税法 （昭和二十九年法律第六十一号）第二十九条に規定する保
税地域をいう。）から引き取る酒類（酒税法第二十八条第一項 、第二十八条の三第一項

又は第二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。）又はその販売場から搬出
する酒類の容器又は包装の見やすい所に表示しなければならない。

○酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令（第８条の３第１項）（抄）

（前略）容器の見やすい箇所に、（中略）その氏名又は名称、その製造場（中略）の所
在地、容器の容量（中略）及び当該酒類の種類（中略）並びに当該酒類の種類に応じ次
に掲げる事項を、容易に識別することができる方法（中略）で表示しなければならない。
１ 清酒、合成清酒、しようちゆう、みりん、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類及び
リキュール類については、アルコール分

２ 発泡酒については、税率の適用区分を表す事項
（以下省略）
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○清酒の製法品質表示基準（国税庁告示）（抄）

（記載事項の表示）
３ 次の各号に掲げる事項は、それぞれの当該各号に掲げるところにより、清酒の容器
又は包装に表示するものとする。
（１）原材料名 （以下省略）
（２）製造時期 （以下省略）
（３）保存又は飲用上の注意事項 （以下省略）
（４）原産国名 （以下省略）
（５）外国産清酒を使用したものの表示 （以下省略）

４ 前項の規定により表示すべき事項は、当該清酒の容器又は包装の見やすい所に明
りょうに表示するものとし、表示に使用する活字は、８ポイント活字以上の大きさの統一
のとれた日本文字とする。ただし、容量２００ｍｌ以下の容器にあっては、６ポイントの活
字以上の大きさとして差し支えない。
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○未成年者の飲酒防止に関する表示基準（国税庁告示）（抄）
（酒類の容器又は包装に対する表示）
１ 酒類の容器又は包装（以下「容器等」という。）には、「未成年者の飲酒は法律で禁止
されている」旨を表示するものとする。

２ 前項に規定する表示は、容器等の見やすい所に明りょうに表示するものとし、表示に
使用する文字は、６ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただ
し、容量３６０ｍｌ以下の容器にあっては５．５ポイントの活字以上の大きさとして差し支

えない。

上
下
に
表
示

表
裏
に
表
示

①清酒（a）の表示例 ②清酒(b)の表示例（２）
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③清酒(a)の表示の拡大 ④清酒(b)の表示の拡大

（上）

（下の左側）

（前）

（後）

（下の右側）
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（２）歯磨き粉の表示例（医薬部外品）

○薬事法（５９条）（抄）

医薬部外品は、その直接の容器又は直接の被包に、次の各号に掲げる事項が
記載されていなければならない。
１ 製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所
２ 「医薬部外品」の文字
３ 名称（一般的名称があるものにあっては、その一般名称）
４ 製造番号又は製造記号
５ 重量、容量又は個数等の内容量
６ 厚生労働大臣の指定する成分を含有する医薬部外品にあっては、その成分
の名称

７ 厚生労働大臣の指定する医薬部外品にあっては、その使用の期限
８ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
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①歯磨き粉(a)の表示

②歯磨き粉(b)の表示
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（３）歯ブラシの表示例

○家庭用品品質表示法（第３条）（抄）

経済産業大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごと
に、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定め、これを告示するものとす
る。
１ 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項
２ 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、販売業者
又は表示業者が遵守すべき事項

○雑貨工業品品質表示規定（別表第２の２２）（抄）

（１）柄の材質の表示に際しては、・・・（以下省略）
（２）毛の材質の表示に際しては、 ・・・（以下省略）
（３）毛の硬さの表示に際しては、 ・・・（以下省略）
（４）耐熱温度の表示に際しては、 ・・・（以下省略）

（５）表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。
（６）表示は、 小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してする
こと。
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①歯ブラシの表示例（全体）

②歯ブラシの表示例（家庭用品品質表示法に基づく表示）
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備考

表示方法

一般表示事項

対象

・明確で目立つように、また容易に消えない
ように表示

・名称と正味量は、同じ領域に表示

①食品の名称

②原材料のリスト（加工食品の場合）

③正味量及び固形量

④事業者の名前及び住所

⑤原産国（必要であれば）

⑥ロット番号

⑦製造日及び保存方法

⑧使用方法

包装食品

Codex

・明確で目に付きやすいように表示

・文字の大きさは３mm以上、包装が
小さい場合には1.5mm以上

①食品の名称

②ロット番号

③事業者の名前及び住所

④義務的な注意事項

⑤特定の原材料

⑥原材料のリスト

⑦食品添加物

⑧賞味期限または消費期限

⑨使用方法及び保存方法

⑩栄養表示

⑪正味量

包装食品

オーストラリア・ニュージーランド

３．各国の食品表示制度の概要（その１）
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米 国

わかりやすい場所に消
えないように表示

正味量は太字

その他の文字の大きさは高さ1/16インチ以

上

食品の名称は太字で、ＰＤＰ
の中で も目立つ大きさ

その他の文字の大きさは高
さ1/16インチ以上

原産国Ａ．主要表示面（ＰＤＰ）

①食品の名称

②原材料のリスト（加工の場合）＊

③事業者の名称及び住所＊

④正味量

⑤公的な検査証明マーク＊

⑥安全な取扱い方法（生鮮の場合）＊

Ｂ．情報面（ＩＰ）

＊については情報面（ＩＰ）に表示してもよ
い

Ａ．主要表示面（ＰＤＰ*1）
①食品の名称

②正味量

Ｂ．情報面（ＩＰ*2）
①原材料のリスト

②事業者の名称及び住所

③栄養表示

包装された輸入食品食肉・鶏卵・卵及びそれらの加工食品包装食品

＊１：PDP・・直方体で も大きい面。円筒形・その他では表面積の４０％以上
＊２：IPは・・PDPの右面

各国の食品表示制度の概要（その２）



18

フランス英国ＥＵ指令

・理解しやすく、目に付きやす
い場所に明確に消えないよう
に表示

・①、③及び⑥は同じ面に表示

・文字の大きさは１０ポイントが理想
だが、不可能なら 低８ポイント

・理解しやすく、目に付きやすい場所に
明確に消えないように表示

・①、④、⑤及び⑩は、同じ面に表示

①食品の名称

②原材料リスト

③特定の原材料の量

④正味量

⑤賞味期限及び保存方法

⑥事業者の名前及び住所

⑦ロット番号

⑧原産国（必要があれば）

⑦使用方法（必要があれば）

①食品の名称

②原材料リスト

③賞味期限または消費期限

④特別な保存状態または使用状態

⑤事業者の名前及び住所

⑥原産国（必要があれば）

⑦使用方法（必要があれば）

①食品の名称

②原材料リスト

③指定された原材料の量

④正味量

⑤賞味期限または消費期限

⑥特別な保存状態または使用状態

⑦事業者の名前及び住所

⑧原産国（必要があれば）

⑨使用方法（必要があれば）

⑩アルコール度数（1.2％以上のもの）

包装食品包装食品包装食品

各国の食品表示制度の概要（その３）



19

４．各国の表示例
（１）クッキー（伊産）


